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秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

・

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
開
場
期
間
）

第
二
条

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
（
以
下
「
総
合
射
撃
場
」
と
い
う
。
）
の
開
場
期
間
は
、
狩
猟
技
術
訓
練
施
設
に
あ
っ
て
は
三
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
と

し
、
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
に
あ
っ
て
は
通
年
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
開
場
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
開
場
時
間
）

第
三
条

総
合
射
撃
場
の
開
場
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。

一

狩
猟
技
術
訓
練
施
設

次
の

及
び

に
定
め
る
時
間

㈠

㈡

水
曜
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
日
を

㈠
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

㈡
二

ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
開
場
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
場
日
等
）

第
四
条

総
合
射
撃
場
の
休
場
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

一

月
曜
日
（
そ
の
日
（
一
月
一
日
を
除
く
。
）
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
）

二

一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
の
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
場
日
を
設
け
、
又
は
前
項
に
定
め
る
休
場
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
場
日
で
あ
っ
て
も
総
合
射
撃
場
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
許
可
の
申
請
等
）

第
五
条

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



- 2 -

２

知
事
は
、
総
合
射
撃
場
の
使
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
の
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

公
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
な
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

総
合
射
撃
場
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
使
用
料
の
減
免
の
申
請
）

第
六
条

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
開
場
期
間
等
）

第
七
条

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
総
合
射
撃
場
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場
合
（
以
下
「
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
の
総

合
射
撃
場
の
開
場
期
間
、
開
場
時
間
及
び
休
場
日
は
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る

開
場
期
間
、
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
開
場
時
間
及
び
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
休
場
日
を
基
準
と
し
て
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
す
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
場
期
間
、
開
場
時
間
及
び
休
場
日
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
を
変
更
し
、
若
し
く
は
臨
時
に
休
場
日
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
開
場
期

間
、
開
場
時
間
及
び
休
場
日
を
総
合
射
撃
場
の
入
口
そ
の
他
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
必
要
な
周
知
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
使
用
の
許
可
の
申
請
等
）

第
八
条

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
に
申
請
し
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
し
な
い
も

の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
続
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
周

知
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
射
撃
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
総
合
射
撃
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら

か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
知
事
が
軽
微
な
も
の
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

略

第
一
章
～
第
七
章

略

第
八
章

削
除

第
八
章

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
（
第
四
十
六
条
―
第
五
十
三
条
）

第
九
章
・
第
十
章

略

第
九
章
・
第
十
章

略

附
則

附
則

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
立
体
育
館
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
条

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
立
体
育
館
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
条

例
第
五
十
五
号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年

例
第
五
十
五
号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年

秋
田
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
野
球
場
条
例
（
昭
和
四
十

秋
田
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
野
球
場
条
例
（
昭
和
四
十

七
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
運
動
広
場
条
例
（
昭

七
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
運
動
広
場
条
例
（
昭

和
四
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
十
二
条
、
秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科

和
四
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
十
二
条
、
秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科

学
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
八
条
、

学
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
八
条
、

秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
一
号
）

秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
一
号
）

第
十
条

第
十
条
、
秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一

、
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
年
秋

号
）
第
十
条
、
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
年
秋

田
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
十
四
条
及
び
秋
田
県
立
武
道
館
条
例
（
平
成
十

田
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
十
四
条
及
び
秋
田
県
立
武
道
館
条
例
（
平
成
十

五
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
六
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
立
体
育

五
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
六
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
立
体
育

館
、
秋
田
県
立
ス
ケ
ー
ト
場
、
秋
田
県
立
野
球
場
、
運
動
広
場
、
秋
田
県
ス

館
、
秋
田
県
立
ス
ケ
ー
ト
場
、
秋
田
県
立
野
球
場
、
運
動
広
場
、
秋
田
県
ス

ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
、
秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル

ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
、
秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
、
秋
田
県
立
総
合
射
撃

、
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
及
び
秋
田
県
立
武
道
館
の
管
理

場
、
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
及
び
秋
田
県
立
武
道
館
の
管
理

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

削
除

第
八
章

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
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第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で

削
除

（
開
場
期
間
）

第
四
十
六
条

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
総
合
射
撃

場
」
と
い
う
。
）
の
開
場
期
間
は
、
ク
レ
ー
射
撃
場
に
あ
っ
て
は
三
月
一
日

か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
し
、
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
に
あ
っ
て
は
通
年
と
す

・

る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
開
場
期
間
を

変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
開
場
時
間
）

第
四
十
七
条

総
合
射
撃
場
の
開
場
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
開
場
時
間
を

変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
休
場
日
等
）

第
四
十
八
条

総
合
射
撃
場
の
休
場
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

一

月
曜
日
（
そ
の
日
（
一
月
一
日
を
除
く
。
）
が
休
日
に
当
た
る
と
き

は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
）

二

一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
の
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

２

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
総
合
射
撃
場
の
休
場
日
の
取
扱

い
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
使
用
の
許
可
の
申
請
等
）

第
四
十
九
条

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場
条
例
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
合
射
撃
場
の
使
用
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
総
合
射
撃
場
の
使
用
の
許
可
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
使
用
料
の
減
免
の
申
請
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
五
十
条

第
五
条
の
規
定
は
、
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
開
場
期
間
等
）
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第
五
十
一
条

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
総
合
射
撃
場
の
管
理
を
指
定
管
理

者
に
行
わ
せ
る
場
合
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行

わ
せ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
の
総
合
射
撃
場
の
開
場
期
間
、
開
場
時
間
及
び

休
場
日
は
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
六
条
第
一
項
に
定
め
る
開
場
期

間
、
第
四
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
開
場
時
間
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
に

定
め
る
休
場
日
を
基
準
と
し
て
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を

受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
六
条
第
二
項
、

第
四
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
六
条
第
二

項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

三
条
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
前
項
に
定

め
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
」
と
、

「
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
第
四
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管

理
者
」
と
、
「
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
場
期
間
、
開
場
時
間
及
び
休

場
日
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十

八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
を

変
更
し
、
若
し
く
は
臨
時
に
休
場
日
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
開
場
期
間
、

開
場
時
間
及
び
休
場
日
を
総
合
射
撃
場
の
入
口
そ
の
他
公
衆
の
見
や
す
い
場

所
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
必
要
な
周
知
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
使
用
の
許
可
の
申
請
等
）

第
五
十
二
条

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
九
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
第
二

条
第
一
項
」
と
、
「
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
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指
定
管
理
者
に
申
請
し
な
け
れ
ば
」
と
、
第
四
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
四
条
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、

「
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
続
を
定
め
た
と

き
は
、
そ
の
周
知
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
五
十
三
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
射
撃
場
の
管
理
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
に
管
理
を

行
わ
せ
る
場
合
の
総
合
射
撃
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
指
定
管
理

者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
事
項
の
う
ち
知
事
が
軽
微
な
も
の
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
又
は
指
定
管
理
者
に
対
し
て

さ
れ
て
い
る
総
合
射
撃
場
の
使
用
の
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
又
は
当
該
指
定
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
総
合
射
撃
場

の
使
用
の
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。


